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●注射料 3,600 円
　（内訳：注射 3,050 円、
　  注射済票交付手数料 550 円）
●登録料 3,000 円

犬には、法律により年 1 回の狂犬病予防注射と、一生に 1 回の登録が義務づけられています。

月日 実 施 時 間 実　施　場　所

4
月
9
日
㈭

9:10 ～ 9:15 比丘尼坂三差路
9:30 ～ 9:35 別当沢・楢舘中央
9:45 ～ 9:50 高間舘三差路

10:00 ～ 10:05 大谷地三差路
10:15 ～ 10:25 大羽沢中央部
10:35 ～ 10:40 14 分団消防屯所（大舌）
10:55 ～ 11:00 山端中央部
11:10 ～ 11:15 松山農政会館
11:30 ～ 11:35 武士沢集会所
13:20 ～ 13:25 古屋敷集会所
13:35 ～ 13:55 斗川支所

14:05 ～ 14:15 沢田集会所

14:25 ～ 14:35 豊川ほうえい会館

14:45 ～ 14:55 JA 八戸三戸営農センター
作業員駐車場

4
月
10
日
㈮

9:25 ～ 9:30 横沢消防屯所前
9:45 ～ 9:50 泉集会所

10:00 ～ 10:05 毒久保集会所
10:15 ～ 10:20 老久保集会所
10:30 ～ 10:40 杉沢バス停前
10:50 ～ 10:55 大平集会所
11:15 ～ 11:20 中村バス停前
11:30 ～ 11:35 貝守・中沢商店前
13:20 ～ 13:25 猿辺支所
13:40 ～ 13:45 清座久保集会所
14:00 ～ 14:05 荒田中央部
14:15 ～ 14:20 蛇沼やまびこ会館
14:40 ～ 14:45 袴田生活改善センター
14:55 ～ 15:00 川代集会所

〇新しく犬を飼った人、生後 3 カ月以上の子犬を
飼っている人は、登録、注射を行いましょう。

〇注射は、公共の場所で行うので、犬のフンは
飼い主が責任を持って処理してください。

〇飼い犬の死亡や譲渡があった場合は、役場住民
福祉課までお知らせください。

期間中はどの会場でも
　　　　　    予防注射と登録ができます。

月日 実 施 時 間 実　施　場　所

4
月
12
日
㈰

9:05 ～ 9:25 図書館付近
9:35 ～ 9:50 松原集会所

10:00 ～ 10:15 アップルドーム
10:30 ～ 10:35 沢田ノ沢中央部
10:45 ～ 10:50 泉山あすなろ会館

11:00 ～ 11:05 9 分団消防屯所（遠藤）

11:15 ～ 11:30 梅内ふれあい会館
11:45 ～ 11:55 旧産馬組合前
13:30 ～ 13:35 箸木山住宅入口
13:45 ～ 14:05 旧寺牛スタンド前
14:15 ～ 14:30 目時さわやか会館
14:40 ～ 14:50 雷平住宅公園
15:00 ～ 15:20 役場来客用駐車場
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◆一人で悩まずにご相談ください
　三戸町では 2 ヵ月に 1 回、「人権相談」を行っ
ています。令和 8 年度人権相談は、以下のとおり
実施します。
〇開催日時および場所

開催日 時間 場所
  4 月 17 日㈮

13 時 30 分
      ～ 15 時                           

三戸町総合福祉セン
ターふくじゅそう
３階

  6 月  5 日㈮
  8 月 21 日㈮
10 月 16 日㈮
12 月  4 日㈮
  2 月 19 日㈮
※ 6 月 5 日㈮と 12 月 4 日㈮は特設人権相談所と

して人権擁護委員が一堂に会し、皆さんの人権
相談に対応します。

■人権とは
　全ての人が生まれながらに持っている、人間が
人間らしく生きていく権利のことを指します。
■人権擁護委員とは
　人権の大切さを伝えるため、法務大臣により任
命された約 14,000 人の委員が、全国で活動して
います。そのうち、三戸町には 6 人が活動してい
ます。
　夫婦・家族間の遺産相続などのいざこざ、DV、
高齢者・こどもの虐待、職場・学校のいじめ、体
罰、ハラスメント、近所とのトラブル、障がい者・
外国人などの差別、誹謗中傷などお気軽にご相談
ください。　
※人権擁護委員が面接方式で相談に応じます。相

談は無料で、秘密は守られますのでご安心くだ
さい。
○問合せ　三戸町住民福祉課 TEL：20 ｰ 1151

◆水道料金などの口座振替のお願い
　水道料金と下水道使用料の口座振替申し込みが
水道企業団ホームページより出来るようになりま
した。口座振替は、水道料金の割引制度があり、
納入制よりお得となっています。納入通知書でお
支払いの人におかれましては、ぜひこの機会にご
利用ください。
○問合せ　
　八戸圏域水道企業団料金課
　TEL：0178 ｰ 70 ｰ 7010
　三戸町建設課 TEL：20 ｰ 1154

◆「あおもり米子育て応援事業」について
　青森県では、県内の子育て世帯を県産米で応援
する「あおもり米子育て応援事業」を実施してい
ます。申請がお済みでない人は、お早めに申請を
お願いします。
○対象児童　令和 8 年 3 月 31 日時点で 18 歳以

下の県内在住の子ども
○申請者　申請日時点で県内在住の対象児童の保護

者など
○支給品　対象児童１人あたり県産米に使える電

子クーポン 10,000 円分またはお米券（全国共
通）8,800 円分

○申請期日　4 月 30 日まで
○申請方法　専用ホームページから電子申請また

は郵送申請　
○問合せ　
　あおもり米子育て応援事業
　事務局コールセンター 　
　TEL：0120 ｰ 119 ｰ 666

◆宮下知事と対話しよう！
　「＃あおばな」実施団体募集
　宮下知事が出向いて県民の皆さまの声をお聴き
する、県民対話集会「＃あおばな」の実施団体を
募集します。 
○対象　県内所在の 10 名程度の参加者が見込ま

れる団体など
○募集期間　5 月 15 日㈮～ 5 月 29 日㈮
○実施期間　7 月 13 日㈪～ 9 月 30 日㈬
○応募方法　専用応募フォームから申込
〇問合せ
　青森県総務部広報広聴課　
   TEL：017 ｰ 734 ｰ 9138

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら▶



◆松くい虫被害・ナラ枯れ被害の予防
　「松くい虫」と「ナラ枯れ」被害は、産業や経済、
自然や観光資源に悪影響を与えるため、枯れた松
やナラ類は早く取り除く必要があります。
　被害によって枯れた木を県が調査しますので、
山林所有者の皆さま、次のことに関してご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
〇調査のための入山
〇枯れた木からの材片の採取
〇枯れている木の伐採・くん蒸作業
　※作業などに関しては県が費用を負担します。
〇問合せ
　三八農林水産事務所 TEL：0178 ｰ 27 ｰ 5111
　三戸町農林課　TEL：20 ｰ 1155

◆ウルシの木を探しています
　岩手県浄法寺漆生産組合事務局では、ウルシ
の樹液を採取するためのウルシの木を探していま
す。ウルシの木を売りたいときは、当組合にご相
談ください。所属する漆掻き職人を紹介します。
〇対象　胸高直径約 12 センチメートルのウルシの木
〇価格　1 本あたり 2,000 円以上
※ 1 年かけて漆掻きを行います。漆掻きがおわっ

たら、掻いた漆を切り倒します。
○問合せ　岩手県浄法寺漆生産組合事務局
 　TEL：0195 ｰ 43 ｰ 3172

◆協会けんぽ青森支部からのお知らせ
　全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部は、
主に県内の中小企業にお勤めの従業員とその家族
が加入する健康保険です。
　令和 8 年度における青森支部の健康保険料率及
び全国共通の介護保険料率は以下のとおりになり
ます。また、令和 8 年 4 月（5 月納付分）から子
ども・子育て支援金が開始されます。加入者およ
び事業主の皆さまはご理解のほどよろしくお願い
します。
〇健康保険料率
　9.85％（現行）→ 9.85％（令和 8 年 4 月納付分～）
〇介護保険料率
　1.59％（現行）→ 1.62％（令和 8 年 4 月納付分～）
〇子ども・子育て支援金率
　0.23％（令和 8 年 5 月納付分～）
〇問合せ　 
　全国健康保険協会青森支部
　TEL：017 ｰ 721 ｰ 2799

◆便利な振替納税をしましょう
　町税は通帳からの自動引落し（口座振替）がで
きます。納期のたびに金融機関などに納めに行く
手間を省くことができ、また納め忘れにより督促
状が届くようなこともなくなります。税務課また
は各金融機関窓口へお問い合わせください。
○問合せ　三戸町税務課 TEL：20 ｰ 1118

◆産直ひろばからのお知らせ
　ただいま、新規会員募集中です。三戸町にお住
まいの農家さんで、畑の広さ 30 アール以上ある
人はご連絡ください。
○問合せ　SAN・SUN 産直ひろば TEL：22 ｰ 3266

◆県税の納付は eL-QR で簡単キャッスレス
　パソコン、スマートフォーンおよびタブレット
端末から専用サイト「地方税お支払いサイト」へ
アクセスしてクレジットカードやインターネット
バンキングで納付することができます。納付でき
る税目は、個人事業税、不動産取得税、自動車税
となります。ぜひご利用ください。
〇問合せ
　青森県三八県税事務所納税管理課
　TEL：0178 ｰ 27 ｰ 5111
　内線：211、357、327

◆「看護のお仕事移動相談」について　
　青森県ナースセンターでは無料職業紹介事業と
して看護職の相談員が出向いて、看護職の皆様の
お仕事探しをサポートしています。医療チームの
一員である看護補助者に関する相談も開始いたし
ました。お気軽にお越しください。

開催日 場所 時間
4 月   8 日㈬

ハローワーク
八戸

13 時 30 分～
16 時まで受付

5 月 13 日㈬
6 月 10 日㈬
7 月   8 日㈬
8 月 12 日㈬
9 月   9 日㈬
※青森県ナースセンター ( 青森市 ) では、月曜日

から金曜日の 9 時～ 16 時まで、来所・電話・メー
ルなどで相談を受け付けています。

〇問合せ　
　公益社団法人青森県看護協会　
　青森県ナースセンター　
　TEL：017 ｰ 723 ｰ 4580
　mail : aomori@nurse-center.ne
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◆「労働委員会委員による労働相談会」につ
いて

　個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題
（解雇・賃金・長時間労働・パワハラなど）について、
青森県労働委員会委員が相談に応じます。4 月の
開催は以下のとおりです。　
○開催日時および場所
開催日 時間 場所

  7 日㈫ 13 時 30 分～
15 時 30 分

青森県労働委員会
（東奥日報新町ビル 4 階）

19 日㈰ 10 時～ 12 時
○対象者　県内の労働者・事業主
○対応者　青森県労働委員会委員
○その他　費用無料、秘密厳守、 随時受付（予約優先）
○問合せ   青森県労働委員会事務局
　　　　　TEL：017 ｰ 734 ｰ 9832
　　　　　労働相談ダイヤル
　　　　　TEL：0120 ｰ 610 ｰ 782

◆賃貸アパートのトラブルが増えています　  
　５年ほど住んでいる賃貸アパートで、水道配管
の水漏れのため、玄関や廊下に被害があり、家主
の保険を使って修繕をしました。今回、３回目の
水漏れが発生し、３部屋のうち１部屋が使用でき
ない状態のまま、２カ月間放置されていました。
管理会社に何度催促しても一向に修繕をしてもら
えず、転居も考えましたが、このままの状態であっ
ても住み続けたいと思っています。しかし、管理
会社の対応が悪く、今後、他のトラブルが発生し
た場合のことを思うと不安が募る、という相談が
ありました。賃貸アパートでは、以下のことに注
意しましょう。
○建物の賃貸借契約が締結されている間、貸主は

故障した設備の修理や建物の補修などの修繕を
する義務があります。

○借主は修繕を要する不具合を発見したときは、
貸主に通知する義務があります。

○借主に責任のない事由により、建物の一部が使
用できない場合、賃料の減額が認められるケー
スがあります。

※契約トラブルで困った時は、消費者ホットライ
ン 188 に相談してください。
○問合せ　青森県消費生活センター 　
　TEL：017 ｰ 722 ｰ 3343

◆令和８年春の火災予防運動
　『急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし』
　４月 13 日㈪から４月 19 日㈰までの一週間、
県下一斉に「春の火災予防運動」が行われます。
この運動は、火災予防の普及を図り、火災発生を
未然に防止し、尊い生命や財産を守ることを目的
としています。春は特に火災の発生しやすい時期
となるため、火の取扱いには十分気を付けましょ
う。
○住宅防火　いのちを守る　10のポイント
　～４つの習慣・６つの対策～
■４つの習慣
１. 寝たばこは絶対にしない・させない
２. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３. こんろを使うときは火のそばを離れない
４. コンセントはほこりを掃除し、不必要なプラ

グは抜く
■６つの対策
１. 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ

などは安全装置の付いた機器を使用する。
２. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器

を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
３. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、

寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。
４. 火災を小さいうちに消すために、消火器など

を設置し、使い方を確認しておく。
５. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と

避難方法を常に確保し、備えておく。
６. 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、

地域ぐるみの防火対策を行う。
〇問合せ　三戸消防署 　TEL：22 ｰ 1140

◆防災行政無線について
　防災行政無線（屋外スピーカー）からの放送内
容を以下の電話番号から確認することができます。

0
さ ん の へ  さ ん の へ  ご ー  や く ば

120-335-898
※通話料は無料です。

〇問合せ　三戸町総務課 TEL：20 ｰ 1111

◆町政へのご意見 ･ご提案
　三戸町では、町民参加によるまちづくりを積極的
に推進するため、随時ご意見ご提案を
受付けしています。皆さんのご意見 ･
ご提案をお寄せください。　

詳細はこちら

ご意見・ご提案はこちら▶


